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訴訟の提起に関するお知らせ 
 

当社は、本日付で、ラサールインベストメントマネージメント株式会社に対して、下記のとおり違約金等 

請求訴訟を東京地方裁判所に提起しましたので、お知らせいたします。 

記 

１． 訴訟を提起した裁判所および年月日 

東京地方裁判所  平成 23 年 12 月 26 日 

 

２．訴訟を提起した相手 

（１）商号  ラサールインベストメントマネージメント株式会社 

（２）所在地 東京都千代田区永田町二丁目 13 番 10 号 

（３）代表者 代表取締役 中嶋康雄 

 

３．訴訟の内容 

（１）請求内容 

   平成 19 年 8 月 9 日付で形式的な買主である埼玉プロパティー特定目的会社との間で締結した不動産売買 

契約に関し、実質的な買主であるラサールインベストメントマネージメント株式会社に対して、第一次的に 

は債務不履行に基づく損害賠償金（金 7 億 7267 万 9877 円及びうち金 6 億 7469 万 6876 円に対する平成 23 

年 11 月 17 日から支払済まで年 6％の割合による遅延損害金）の支払を、第二次的には不法行為に基づく 

損害賠償金の一部（金 6 億 7469 万 6876 円及びこれに対する平成 19 年 7 月 24 日から支払済まで年 5%の 

割合による遅延損害金）の支払を請求するものです。 

（２）請求原因と経緯 

   平成 23 年 9 月 20 日付「訴訟の判決に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、被告埼玉プロパティ   

ー特定目的会社（以下、埼玉プロパティー社と略記）との間で係争していた訴訟は、原告である当社が概ね 



全面勝訴となる内容で判決が言い渡され、その後被告である埼玉プロパティー社から控訴がなされなかった 

ことから、同判決は確定いたしました。ところが、被告埼玉プロパティー社は、支払能力がないことを理由 

として、判決の履行を拒んでおります。 

しかしながら、そもそも上記の不動産売買契約においては、当初から実質的な事業者であるラサールイン

ベストメントマネージメント株式会社（以下、ラサール社と略記）が、終始、その締結交渉を行いました。

埼玉プロパティー社は、当社がラサール社に対し売渡確認書を交付した後になって、新たに当該契約のため

に設立されたＳＰＣ（特定目的会社）で、本店がラサール社と同一であるばかりか、その唯一の役員はラサ

ール社の執行役員が兼務するなどしていました。ラサール側は、上記不動産売買契約の直前になって、買主

を当該ＳＰＣにして欲しいと一方的に申し入れてきたのです。これら事情からすると、上記不動産売買契約

の当事者は、実質的にはラサール社であったと考えられます。現に、ラサール社自身が行ったニュースリリ

ースでも、「『ラサール』が上記不動産に物流施設を開発する」旨発表されております。 

しかも、当社が上記の不動産売買契約締結に先立ち、ＳＰＣの支払能力に不安を覚え、実質当事者であ 

  るラサール社に対し連帯保証や手付金の増額を求めた際には、「万一違約金が発生する事態となっても、ラ

サールファンドからの出資等で違約金を払うことが可能である（ラサールファンド投資委員会の承認済）」

旨の説明をし、併せてその内容を明記した書面を当社へ交付して、当社に対し少なくとも違約金の支払に問

題のないことを確約しました。 

上記の経緯にもかかわらず、実質的な買主であり支払能力も十分なラサール社において、形式的な買主で

あるＳＰＣに責任転嫁し、その支払能力の欠如を理由として違約金の支払義務を免れることが許されるので

は、特定目的会社を相手方とする不動産取引は極めて危険な問題をはらむ取引であるということになり、我

が国における不動産取引秩序、経済秩序を維持することは困難となります。 

以上から、当社としては、先の確定判決の速やかで誠実な履行を求め、形式的な買主である埼玉プロパ 

ティー社に代えて、実質的な買主であるラサール社を被告として、あらためて訴訟を提起しました。 

 

４．今後の見通し 

  本件の業績に与える影響につきましては、現時点では未確定につき、今後事態の進展に応じて必要な事項を 

お知らせいたします。 

 

 

 

 

以上 

 

 

 

 


